
　
空
き
缶
・
空
き
瓶
の
回
収
、
ポ
ス

タ
ー
・
看
板
の
撤
去
等
の
清
掃
作
業

を
町
内
一
斉
に
実
施
し
ま
す
。
地
域

の
環
境
美
化
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

日
　
時
　
５
月
31
日(

日)
※
小
雨
決
行
。
雨
天
の
場
合
は
６
月

　
14
日 (
日)

　
児
童
手
当
は
、
小
学
校
終
了
前(
12

歳
に
な
っ
て
最
初
の
３
月
31
日
）
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
で
、
所
得

が
一
定
額
未
満
の
方
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

　
申
請
は
、
５
月
１
日(

金)

か
ら
受

け
付
け
ま
す
。
５
月
末
日
ま
で
に
申

請
を
行
い
、
該
当
と
な
る
と
６
月
分

か
ら
支
給
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
現
在
受
給
中
の
方
に
は
、

６
月
上
旬
に
現
況
届
を
送
付
し
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
所
得
限
度
額
を
超
え
て

い
て
受
給
で
き
な
か
っ
た
方
も
、
平

成
20
年
中
の
所
得
状
況
に
よ
っ
て
は

受
給
で
き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
所

得
限
度
額
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

手
当
額
（
月
額
）

　
３
歳
未
満
は
一
律
１
万
円

　
３
歳
以
上
は
第
２
子
ま
で
は
１
人

　
に
つ
き
５
千
円
、
第
３
子
以
降
は

　
１
人
に
つ
き
１
万
円

申
込
先
　
健
康
福
祉
課
、
桂
支
所
、

　
七
会
支
所
　

※
公
務
員
の
方
は
各
職
場
で
申
請
を

　
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の
　
�
申
請
者(

保

　
護
者)

の
健
康
保
険
証  

�
申
請
者

　(

保
護
者) 

名
義
の
普
通
預
金
通
帳

　
�
平
成
21
年
１
月
２
日
以
降
に
転

　
入
し
た
方
は
、
平
成
21
年
１
月
１

　
日
に
住
民
登
録
を
し
て
い
た
市
町

　
村
発
行
の
「
平
成
21
年
度
児
童
手

　
当
用
所
得
証
明
書
」
�
印
鑑
（
代

　
理
の
方
の
み)

　

※
�
が
そ
ろ
わ
な
い
方
は
、
先
に
申

　
請
書
の
み
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
個
人
住
民
税
の
納
入
方
法
が
、
こ

れ
ま
で
の
銀
行
等
で
自
ら
納
め
る
方

法
か
ら
、
社
会
保
険
庁
等
が
年
金
か

ら
特
別
徴
収
（
天
引
き
）
を
行
い
、

直
接
市
町
村
へ
納
入
す
る
方
法
に
変

わ
り
ま
す
。

　
特
別
徴
収
と
な
る
の
は
、｢

年
金
所

得
に
係
る
税
額
」
で
あ
り
、
給
与
な

ど｢

年
金
以
外
の
所
得
に
係
る
税
額｣

は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
方
法
で
別

途
納
税
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

対
　
象
　
65
歳
以
上
の
公
的
年
金
受

　
給
者
で
、
な
お
か
つ
個
人
住
民
税

　
の
納
税
義
務
が
あ
る
方

※
今
回
の
改
正
は
納
税
方
法
を
変
更

　
す
る
も
の
で
、
こ
の
制
度
に
よ
り

　
新
た
な
税
負
担
は
生
じ
ま
せ
ん
。

※
税
額
な
ど
の
詳
し
い
内
容
は
、
６

　
月
中
に
送
付
さ
れ
る
「
納
税
通
知

　
書
」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
自
動
車
税
は
毎
年
４
月
１
日
の
登

録
名
義
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
納
税

通
知
書
が
５
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま

す
の
で
、
６
月
１
日
ま
で
に
お
近
く

の
銀
行
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
納
付
し
て
下
さ
い
。

　
た
だ
し
、
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
は
取
扱
え

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め

の
納
税
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
心
身
障
害
者
の
方
で
一
定

の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
納
期

限
（
６
月
２
日
）
ま
で
に
減
免
申
請

す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
動
車
税
の
減

免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

納
税
は
簡
単
で
便
利
な
口
座
振
替
で

　
自
動
車
税
の
納
税
に
は
、
電
気
や

ガ
ス
料
金
と
同
じ
よ
う
に
、
口
座
振

替
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
申
し
込
み
は
県
内
に
本
支
店
の

あ
る
金
融
機
関
で
お
願
い
し
ま
す
。

　
　

　
５
月
は
赤
十
字
運
動
月
間
で
す
。

こ
の
運
動
は
、
日
本
赤
十
字
社
の
活

動
を
多
く
の
方
に
ご
理
解
い
た
だ
き
、

赤
十
字
の
一
員
と
し
て
活
動
を
財
政

面
で
支
え
、
国
内
外
へ
の
人
道
的
支

援
を
応
援
す
る
「
社
員
」
の
増
強
、

そ
し
て
社
資
や
寄
付
の
募
集
を
行
い

ま
す
。

　
社
資
の
納
入
は
自
治
会
を
と
お
し

て
行
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
自
治
会
未

加
入
の
方
は
、
役
場
健
康
福
祉
課
、

桂
支
所
、
七
会
支
所
で
直
接
取
り
扱

い
ま
す
。

※
社
資
募
集
は
、
自
由
意
志
に
よ
る

　
協
力
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
（
強

　
制
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）
。

社
資
（
活
動
資
金
）

　
一
世
帯
５
０
０
円
以
上
の
活
動
資

お

知

ら

せ

春
の
環
境
美
化
ク
リ
ー
ン
作
戦

を
実
施
し
ま
す

児
童
手
当
申
請
手
続
き
の

お
知
ら
せ

問
合
せ  
町
民
課 (

内
線
１
１
３)

　
　
０
２
９
‐
２
８
８
‐
３
１
１
１

10
月
か
ら
個
人
住
民
税
の
公
的
年
金

か
ら
の
特
別
徴
収
が
始
ま
り
ま
す

問
合
せ  
健
康
福
祉
課

　
　
０
２
９
‐
２
４
０
‐
６
５
５
０

自
動
車
税
は
納
期
限
ま
で
に
納
め

ま
し
ょ
う

日
赤
の
社
資(

活
動
資
金)

募
集
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

問
合
せ  

水
戸
県
税
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
収
税
第
二
課

　
　
０
２
９
‐
２
２
１
‐
６
７
６
８

募

　
集

問
合
せ  

税
務
課 (

内
線
１
２
３)

　
　
０
２
９
‐
２
８
８
‐
３
１
１
１

12



　
金
（
５
０
０
円
未
満
は
寄
付
と
し

　
て
取
り
扱
い
ま
す
）

赤
十
字
活
動
に
つ
い
て

　
　
ご
協
力
い
た
だ
い
た
社
資 (

活

　
動
資
金) 

は
、
赤
十
字
事
業
（
国

　
内
外
の
災
害
救
援
活
動
、
住
居
の

　
全
焼
や
全
壊
等
に
あ
わ
れ
た
ご
家

　
族
へ
の
災
害
救
援
物
資
の
配
布
、

　
献
血
、
救
急
法
等
の
各
種
講
習
会

　
開
催
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
な
ど)

　
に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

　
心
の
病
気
に
関
す
る
こ
と
や
社
会

復
帰
を
支
援
す
る
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ

い
て
、
悩
み
を
抱
え
る
人
や
そ
の
ご

家
族
を
対
象
に
、
こ
こ
ろ
の
相
談
会

を
実
施
し
ま
す
。
相
談
に
は
精
神
保

健
福
祉
士
・
保
健
師
が
応
じ
、
秘
密

は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

日
　
時
　
５
月
26
日 (

火)

　
　
午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

　
　(

相
談
時
間
は
１
時
間
程
度)

場
　
所
　
常
北
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

申
込
方
法
　
事
前
に
左
記
ま
で
お
申

　
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　平成21年度特設無料人権相談所を開設します。町の人権擁護委員、法務局職員が相談に応じます。秘密は厳

守されますのでお気軽にご相談ください。

時　間　午前10時～午後３時

相談内容　いじめ、体罰、差別、家庭内の問題（離婚、相続など）、金銭貸借、借地借家、近隣トラブルなど

問合せ　健康福祉課　 029‐240‐6550

●人権相談日のお知らせ

　平成21年４月１日付けで、次の方々が総務大臣から行政相談委員として委嘱されました。

　行政相談委員は、皆様の相談相手として、行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きに関する相談

などを受け付け、その解決のための助言や

関係機関に対する通知等の仕事を行います。

　毎日の暮らしの中で、困っていること、悩

んでいることなどございましたら、お気軽に

ご相談ください。

行政相談開設日

●行政相談委員の紹介

時　間　午後１時～３時

問合せ　総務課 　029‐288‐3111(内線222)／総務省茨城行政評価事務所　行政相談課 　029‐221‐3347

  ５月13日、８月12日、11月11日
  平成22年２月10日

  コミュニティセンター城里   磯部長司、杉山宗市、飯田紀代子

人 権 相 談 日

  ６月10日、12月９日

  ７月８日

場　　　　所

  桂公民館

  七会公民館

人 権 擁 護 委 員

  和田雅治、小田部昌平

  阿久津紘、盛田　守

行 政 相 談 日

  ５月19日(火)

  ７月15日(水)

  ９月16日(水)

  10月20日(火)

  12月16日(水)

  平成22年２月17日(水)

場　　　　所

  コミュニティセンター城里

  桂公民館

  七会公民館

  コミュニティセンター城里

  桂公民館

  七会公民館

行 政 相 談 委 員

  堀江康夫、加藤木京子

  加藤木京子、阿久津英一

  加藤木京子、阿久津英一

  堀江康夫、阿久津英一

  堀江康夫、加藤木京子

  堀江康夫、阿久津英一

行政相談委員　　　　　任期：平成23年３月31日まで

堀江　康夫さん　（石塚2296‐1）　029‐288‐5598

加藤木　京子さん（孫根338）　　　029‐289‐2509

阿久津　英一さん（塩子3562‐1）　0296‐88‐2738

そ

う

だ

ん

こ
こ
ろ
の
相
談
会
の
ご
案
内

問
合
せ  
健
康
福
祉
課

　
　
０
２
９
‐
２
４
０
‐
６
５
５
０

申
込
先
・
問
合
せ  

健
康
福
祉
課

　
　
０
２
９
‐
２
４
０
‐
６
５
５
０

開設日時　毎週月曜日　午後１時～５時
直接相談　常北公民館（事前連絡不要）
電話での相談　　029 - 288 - 2409
　　 soudan@town.shirosato.lg.jp
問合せ　教育委員会 　029 - 288 - 3135

教育相談窓口のご案内
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14

議
会
事
務
局

▽
書
記
　
川
村
英
治 (

会
計
課
主
幹)

総
務
課

▽
主
査
兼
係
長
　
鈴
木
貴
司 (
町
民
課)

企
画
財
政
課

▽
主
事
　
大
塚
　
一
彦 (

健
康
福
祉
課)

税
務
課

▽
参
事
兼
課
長
補
佐
　
柏
由
美
子

　(

常
北
給
食
セ
ン
タ
ー
参
事
兼
所
長)

▽
主
査
兼
係
長
　
片
岡
宗
徳

　
　
　
　
　
　
　
　 (

七
会
支
所)

税
務
課
内
収
納
対
策
室

▽
課
長
補
佐
　
河
原
井
明

　
　
　 (

教
育
委
員
会
局
長
補
佐)

▽
主
事
　
中
村
利
勝 (

簡
易
水
道
課)

▽
主
事
　
塩
澤
友
則

　(

茨
城
租
税
債
権
管
理
機
構
派
遣)

町
民
課

▽
課
長
　
久
保
田
殿
司

　
　 (

常
北
公
民
館
参
事
兼
館
長)

▽
主
幹
　
潮
田
久
美
子 (

七
会
支
所)

▽
主
事
　
桑
野
智
弘

　
　
　
　
　 (

議
会
事
務
局
書
記)

保
険
課

▽
参
事
兼
課
長
補
佐
　
仲
主
　
弘

　 (

七
会
診
療
所
参
事
兼
事
務
長)

▽
課
長
補
佐
　
小
林
正
雄

　
　
　
　 (

税
務
課
主
査
兼
係
長)

▽
主
査
兼
係
長
　
金
長
典
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　 (

町
民
課)

町
職
員
人
事
異
動

４
月
１
日
付
（ 

）
内
前
職

▽
主
幹
　
川
又
美
紀 (

桂
支
所)

七
会
診
療
所

▽
主
事
　
小
島
拓
人 (

保
険
課)

健
康
福
祉
課

▽
課
長
　
加
藤
木
賢

　(

城
里
町
社
会
福
祉
協
議
会
局
長)

▽
主
査
兼
係
長
　
阿
久
津
恵
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　 (

水
道
課)

か
つ
ら
保
育
所

▽
所
長
　
田
崎
長
子 (

同
主
任
保
育
士)

産
業
振
興
課

▽
課
長
補
佐
　
広
木
創
司

　
　
　 (

教
育
委
員
会
局
長
補
佐)

都
市
建
設
課

▽
主
査
兼
係
長
　
山
口
成
治

　
　
　
　
　
　
　 (

企
画
財
政
課)

▽
主
事
　
三
村
哲
治 (

県
派
遣)

下
水
道
課

▽
課
長
補
佐
　
岩
上
和
夫

　
　
　
　
　
　
　 (

都
市
建
設
課)

▽
係
長
　
雨
宮
忠
芳 (

同
技
幹)

簡
易
水
道
課

▽
主
事
　
古
滝
寿
善 (

コ
ミ
セ
ン
城
里)

水
道
課

▽
係
長
　
園
部
　
繁 (

総
務
課)

▽
主
事
　
小
林
倫
哉

　
　
　
　 (

教
育
委
員
会
事
務
局)

会
計
課

▽
主
事
　
加
藤
祐
介
（
水
道
課
）

教
育
委
員
会
事
務
局

▽
参
事
　
西
田
修
平

　(

七
会
給
食
セ
ン
タ
ー
参
事
兼
所
長)

▽
局
長
補
佐
　
仲
田
不
二
雄

　
　
　
　 

　(

下
水
道
課
長
補
佐)

▽
係
長
　
野
口
　
出 (

同
主
幹)

▽
係
長
　
佐
藤
　
宰

　
　
　
　
　 (

都
市
建
設
課
主
幹)

桂
支
所

▽
支
所
長
補
佐
　
森
加
代
子

　
　
　
　
　
　 (

保
険
課
長
補
佐)

▽
主
幹
　
大
津
明
則

　
　
　
　 (

教
育
委
員
会
事
務
局)

七
会
支
所

▽
支
所
長
補
佐
　
寺
山
邦
夫

　
　
　
　 (

桂
支
所
主
査
兼
係
長)

常
北
公
民
館

▽
館
長
　
丹
下
一
夫

　
　
　 (

収
納
対
策
室
課
長
補
佐)

桂
公
民
館

▽
館
長
　
皆
川
紀
明

　
　
　
　 (

産
業
振
興
課
長
補
佐)

七
会
公
民
館

▽
館
長
　
阿
久
津
忠
昭

　
　
　
　 (
税
務
課
主
査
兼
係
長)

常
北
幼
稚
園

▽
主
任
教
諭
　
岩
下
眞
理
子

　(

な
な
か
い
保
育
所
主
任
保
育
士)

常
北
給
食
セ
ン
タ
ー

▽
所
長
　
関
根
澄
男

　
　
　
　
　
　 (

税
務
課
長
補
佐)

桂
給
食
セ
ン
タ
ー

▽
参
与
　
塩
沢
日
出
男 (

再
任
用)

七
会
給
食
セ
ン
タ
ー

▽
参
与
　
横
田
榮
子
（
再
任
用
）

▽
調
理
師
　
田
口
孝
子

　
　
　
　
　 (

桂
給
食
セ
ン
タ
ー)

派
遣

▽
水
戸
土
木
事
務
所
　
阿
久
津
雄
作

　
　
　
　
　
　
　 (

都
市
建
設
課)

新
採
用

▼
沢
山
歯
科
診
療
室

　
歯
科
衛
生
士

　
　
佐
藤
美
由
紀

退
職 (

３
月
31
日
付)

▽
横
田
榮
子 (

町
民
課
長)

▽
福
田
道
子

　
　 (

保
険
課
参
事
兼
課
長
補
佐)

▽
松
本
秀
利 (

健
康
福
祉
課
長)

▽
小
滝
京
子

　(

健
康
福
祉
課
参
事
兼
課
長
補
佐)

▽
和
田
瑞
枝

　(

沢
山
歯
科
診
療
室
主
任
歯
科
衛
生
士)

▽
�
久
保
敏
江

　
　
　 (

七
会
診
療
所
看
護
師
長)

▽
加
藤
光
明

　
　
　 (

桂
公
民
館
参
事
兼
館
長)

▽
大
津
京
子

　 (

常
北
給
食
セ
ン
タ
ー
調
理
師)

▽
塩
沢
日
出
男

　(

桂
給
食
セ
ン
タ
ー
参
事
兼
所
長)

▽
仲
田
時
子

　 (

七
会
給
食
セ
ン
タ
ー
調
理
師)

▽
杉
山
勝
男 (

桂
支
所
参
与)

▽
阿
久
津
英
一 (

七
会
公
民
館
参
与)

▽
白
土
綾
佳 (
七
会
診
療
所
医
師)


